
平 成 ２１ 年 ２ 月 ２７ 日

建設業の現状と今後の課題について



建設業をとりまく課題
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○建設業は基幹産業として地域経済・雇用を支えているが、建設投資の減少等の様々な課題に直面している。

建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

出所：国土交通省「建設投資見通し」「建設業許可業者数調べ」、総務省「労働力調査」

建設業向け貸出残高
14兆0,416億円 [08年３月期比▲5.4%]（2008年９月中間期単独決算ベース）

※銀行１１９行対象、東京商工リサーチ調べ

建設業の倒産件数の推移

金融機関の融資状況

※地区別（銀行本店所在地別） 貸出残高の増減（20/3期→20/9【中間】期）

375件 (H19年） → 429件 (H20年） [+14.4%]

※負債総額 100億円以上の大型倒産件数

16件 (H19年） → 36件 (H20年） [+125.0%]

不動産業の倒産の状況

出所：帝国データバンク調べ

不動産市況の動向

過当競争によるダンピングの増加、価格競争の激化

都道府県発注工事の
低価格入札調査対象件数

都道府県発注工事の落札率
６年間で急激に低下

6.2％落札率低下

→利益の減少

出所：国土交通省調べ
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※法的整理（負債総額1,000万

円以上） のみの件数
出所：（社）全国建設業協会

建設業協会会員企業の倒産件数の推移建設業の倒産件数の推移

出所：帝国データバンク

H20
3446

対前年比
33.6％増

（過去最多）

対前年比
17.3%増

（年度）

（千業者、万人）（兆円）

地区 北海道 東北 関東 東京 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 全国計
建設業 ▲4.0% ▲5.6% ▲3.6% ▲1.7% ▲5.7% ▲5.2% ▲3.9% ▲6.8% ▲8.3% ▲8.3% ▲8.3%
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【当初予算の比較】

○平成２０年度当初予算（国費） ７兆４１７７億円（Ａ）
（地方道路整備臨時交付金６８２５億円含む）

○平成２１年度当初予算案（国費）７兆０７０１億円（Ｂ）
（地域活力基盤創造交付金９４００億円含む）

※Ｈ２０→Ｈ２１当初予算比較（Ａ→Ｂ）△３４７６億円（△４．７％）

【実質的な平成２１年度公共事業費の姿】

○国費としての措置

・Ｈ２０年度１次補正 ４６２７億円（甲）

・Ｈ２０年度２次補正 ２３０７億円（乙）

・Ｈ２１年度当初予算案 ７兆０７０１億円（Ｂ）
☆一体かつ早期発注

※甲＋乙＋Ｂ→＋３４５８億円（Ｈ２０年当初比＋４．７％）

・Ｈ２１年度予算案に経済緊急対応予備費（丙）を計上 １兆円

○地方負担分の特別措置

・地域活性化・生活対策臨時交付金 ６０００億円

（地域活性化に資するインフラ整備などに充てる）

・地方交付税特別枠 ５０００億円

（雇用創出につながる地域の実情に応じた事業に充てる）

公共事業費について
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１．平成２０年度補正予算（１次・２次）年度内契約見通し【見込み】
平成１９年度補正について約３５％、１，３９０億円
平成２０年度１次補正・２次補正について合計で約７５％、２，９５０億円
（１次補正が約８０％、１，３６０億円、２次補正が約６５％、１，５８０億円）

２．入札契約手続の迅速化

① 工事実績を重視した総合評価による提出資料の簡素化、
② 概算数量発注等の積極的活用（受発注者双方の事務量の軽減） 等
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公共工事の早期発注のための取り組み
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オバマ政権の経済対策について

○総額7,872億ドル（約７２兆円、ＧＤＰ比5.7%）
○歳出増4989億ドル（約63%）、減税2883億ドル（約37%）
○2010年９月末までに全体の７４％の支出（減税含む）の見通し

※2009年９月末までは、全体の２３％にとどまる。

(年度) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

全体に対する
割合

23.5 50.7 17.1 4.6 3.5 2.8 0.6 -0.9 -1.0 -0.8 -0.2

名目GDP比 1.3 2.8 0.9 0.3 0.2 0.2 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0

　＊名目GDPは2008年を使用。
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本対策による財政負担の推移
（議会予算局よる見積り（2月13日））○クリーンで効率的なエネルギー

・新しい電力供給網（Smart Grid）、先端的な電池技術、エネルギー
効率化対策等のエネルギー・イニシアティブ（300億ドル）

・100万世帯以上の中低所得者の住宅の断熱化（50億ドル）
・公共住宅のエネルギー効率向上（40億ドル以上）

○科学技術による経済の転換
○健康管理コストの低下と保障範囲の拡大
○21世紀のための教育
○道路、橋梁、運送及び水路の近代化

・道路、橋梁の近代化（275億ドル）
・輸送分野への投資（84億ドル）及び高速鉄道への投資（80億ドル）
・クリーンな水、治水、環境回復への投資（190億ドル）
・連邦政府の建物のエネルギー効率向上（45億ドル）を含む公的施

設の近代化

○賃金と雇用創出のための減税
・個人向け減税
・企業向け減税
・州及び地方経済開発のための税制上のインセンティブ

○景気後退による経済的弱者への援助
○前例のない説明責任の担保

景気対策法案の規模（２月１７日成立） ※米議会予算局資料より

※米下院HP・内閣府資料より作成景気対策法案の概要

全体の74%

※施策の分類が両者で異なるため、詳細については調査中
日経新聞の報道では、インフラ整備1500億ドルとある。

Division-A Title-ⅩⅡ
交通、住宅、都市開発（611億ドル）

・高速道路建設（275億ドル）
・その他交通（206億ドル）
・公共住宅基金（40億ドル）
・その他の住宅支援（89億ドル）



第１章 社会資本整備事業を巡る現状と課題
（１）活力ある地域・経済社会の形成，（２）安全・安心の確保，（３）生活者の視点に立った暮らしと環境の形成，（４）ストック型社会への転換に向けた社会資本整備

・ H15に、９本※の事業分野別計画を一本化。次期「社会資本整備重点計画」は、第２次（H20～24年度）の５箇年計画

・ 今後５年で実現する社会資本整備の目標を、成果目標（アウトカム目標）の明示により、国民に分かり易く提示
（「事業費」は記載しない）

・ 複数の事業にまたがる重点目標を設定し、事業間連携を強化
・ 社会資本整備の進め方の改革方針（事業評価、コスト改革、透明性、技術開発）を提示
・ 長期的な国土づくりの指針である国土形成計画（平成20年7月4日閣議決定）と車の両輪

※９本： 道路、交通安全施設、

空港、港湾、都市公園、下水道、
治水、急傾斜地、海岸

《重点目標分野》 《重点目標》 《成果目標》

活力

安全
・安心

暮らし
・環境

ストック型
社会への
対応

①交通ネットワークの充実による国際競争力強化
②地域内外の交流強化による地域の自立活性化
③にぎわいの創出や都市交通の快適性向上による地域の自

立・活性化

※新設

④大規模な地震等の災害に強い国土づくり
⑤水害等の災害に強い国土づくり
⑥交通安全対策の強化

⑪戦略的な維持管理や更新の推進
⑫ソフトの対策の推進

⑦少子・高齢社会に対応したバリアフリー化・子育
て環境の整備によるユニバーサル社会の形成

⑧良好な景観・自然環境の形成等による生活
空間の改善

⑨地球温暖化の防止 ⑩循環型社会の形成

・国際航空ネットワークの強化割合（大都市圏挙連空港の空港容量
の増加）
４９．６万回（首都圏 Ｈ１７）→Ｈ１７年度比約１７万回増加（首都圏）

・三大都市圏環状道路整備率 ５３％（Ｈ１９）→６９％（Ｈ２４） 等

・一定水準の防災機能を備えるオープンスペースが一箇所以上確保
された大都市の割合 約２５％（Ｈ１９）→約３５％（Ｈ２４）

・中枢・拠点機能をもつ地域で床上浸水のおそれがある戸数
約５２５万戸（Ｈ１９）→約２３５万戸（Ｈ２４） 等

・全国道路橋の長寿命化修繕計画策定率（１５ｍ以上の橋梁箇所数）
２８％（ｈ１９）→概ね１００％（Ｈ２４）

・河川管理施設の長寿命化率（Ｈ２０～２４に耐用年数を迎える河川
管理施設） ０％（Ｈ１９）→１００％（Ｈ２４） 等

・主要な駅などを中心に連続したバリアフリー化を行う重点整備地区
の総面積 ５０，７９９ｈａ（Ｈ１９）→約７０，０００ｈａ（Ｈ２４）

・温室効果ガス排出削減見込量等（運輸部門におけるCO2排出量）

２５４百万ｔ－ＣＯ２（Ｈ１８）→２４０～２４３百万ｔ－ＣＯ２（Ｈ２２） 等

○社会資本整備により実現することを目指す《概ね１０年後の経済社会と国民生活の姿》

第２章 社会資本整備事業の実施に関する重点目標及び事業の概要

並びに将来実現することを目指す経済社会と国民生活の姿

社会資本整備重点計画とは

内 容

（資料：パブリックコメント資料をもとに、総合政策局建設業課で作成） －６－－６－

次期「社会資本整備重点計画」（案）の概要
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○ 産業全体では利益率の改善が進む中、建設業は投資の減少等により、利益率が低迷している。
○ 企業規模の小さい建設業者ほど、利益率が低迷している。

出所：財務省「法人企業統計」

営業利益率 4.0％ → 3.8％ → 1.6％ （▲2.4pt）

経常利益率 3.4％ → 3.2％ → 1.7％ （▲1.7pt）
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予定価格の事前公表の取りやめ

①地方公共団体の予定価格等の事前公表の取
りやめを促進。

（参考）都道府県の予定価格の事後公表への取組状況

19年9月1日 ⇒ 20年12月1日

事後公表のみ 7団体 9団体 (＋2)

事前と事後の併用 4団体 11団体 (＋7)

事前公表のみ 36団体 27団体 (△9)

②昨年に直轄事業及び中央公契連で引き上げ
た低入札価格調査基準価格を踏まえ、地方
公共団体に低入札価格調査基準価格及び最
低制限価格の見直しを促進。

（参考）都道府県の低入札価格調査基準価格等の見直し状況

見直し済 見直しなし

低入札価格調査基準価格 29団体 18団体

最低制限価格 23団体 19団体

地域要件等の適切な入札参加条件の設定

④地方公共団体に対して実施目標の設定を
促進するとともに、技術面・費用面での
支援を実施。

（参考）総合評価方式の導入率

19年9月1日 ⇒ 20年9月1日

都道府県 全て 全て

指定都市 全て 全て

市区町村 439団体(24.3%)   761団体(42.4%)

⑤地方公共団体に対して、地域貢献、地元
施工実績等を重視する特別簡易型総合評
価方式の導入を促進。

③地方公共団体に対し、工事の規模・態様等
を踏まえ、地域要件や実績要件の適切な設定
を促進。

最低制限価格等の見直し

総合評価の拡充

主なダンピング対策について
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入札契約
段階

契約変更
段階

施
工
中

適正価格での契約の推進

①地元優良建設業者の受注機会の確保
・適切に地域要件を設定するとともに、総合評価方式において地域への貢献や地域の精通度の

評価を向上。

②ダンピング対策
・平成20年4月、低入札調査基準価格の算定方法を見直し、約5%引き上げ。

・低入札調査基準価格を上回る応札者でも、施工体制が確保されるか厳格に確認。

③不調・不落対策
・見積もり活用型積算方式の活用により、実勢価格を予定価格により一層反映。

採算性悪化要因の排除

①三者会議、ワンデーレスポンス
・「三者会議」や「ワンデーレスポンス」の適用を拡大し、工事の手戻りを防止し、工期短縮。

②工事関係書類の簡素化
・電子媒体・紙媒体の二重提出の防止の徹底等により、受注者側事務の増加を防止

費用の適正な支払いの徹底

①契約変更の円滑化
・設計変更ガイドライン等を周知徹底。受発注者間で設計変更審査会を開催。
・間接工事費実績変更方式により、安全費等を契約変更の対象に拡大。
・単品スライド条項は、資材の価格変動を継続的に注視し、的確な運用を図る。

②発注者側職員の意識改善
・現場責任者（副所長、監督官）、監督職員（出張所長）の実務研修の徹底。

入口から出口を通じた適正価格での工事の推進について
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・前払金及び中間前払金の適切な運用

・早期発注

・支払い手続の迅速化

・予定価格事前公表の取りやめ

・適切な地域要件等の競争参加条件の設定等

・最低制限価格、低入札価格調査の見直し等のダンピング対策

・歩切りの厳禁等

・単品スライド条項等の適切な運用

本年１月２７日の第２次補正予算の成立を受けて、昨年９月１２日の緊急要請の事項に加
えて、建設業が地域の雇用を確保し、地域産業の中核として持続的に発展することができ
るよう、適正価格での契約の推進のための公共工事の入札及び契約手続の更なる改善を
緊急かつ着実に行う必要ため、追加的措置を要請。

各都道府県を通じて、管内の市区町村に対しても周知徹底

・入札契約手続期間の短縮を図り、可能な限り速やかに発注
・完成検査、支払手続等の迅速化等により可能な限り年度内支払い
・地域建設業経営強化融資制度の導入、債権譲渡の迅速な運用

追 加 事 項

再度徹底事項

地方公共団体に対する第二次緊急要請について
（１月３０日付け、総務省自治行政局長、国土交通省建設流通審議官の連盟要請）



－１１－－１１－

貸出態度 不動産事業者向け融資の縮小

06/3 06/6 06/9 06/12 07/3 07/6 07/9 07/12 08/3 08/6 08/9 08/12

全産業 16 16 14 15 15 15 13 13 10 8 3 -6 

建設・不動産 7 7 4 6 5 5 3 1 -3 -5 -12 -19 

建設 6 6 4 5 3 4 3 1 -3 -4 -11 -17 

不動産 6 8 6 8 9 10 8 4 -5 -9 -16 -25 

全産業に比べて、建設・不動産業に対す
る貸出態度は厳しく、2007年下半期から
悪化を始め、2008年３月からマイナスに

転じている。

不動産業向け貸出は、残高、シェアとも
2008年９月期以降急激に減少。
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06/3 06/6 06/9 06/12 07/3 07/6 07/9 07/12 08/3 08/6 08/9 08/12

全産業

建設・不動産

建設

不動産

建設事業者向け融資の縮小

建設業向け貸出は、前年同期比でみると減
少。

59.7 59.6
59.1 59.1

58.0

58.4

58.8

59.2

59.6

60.0

2008/3 2008/6 2008/9 2008/12暦年

兆円

13.6%

13.8%

14.0%

14.2%

14.4%

14.6%

不動産業向け
貸出残高

総貸出額に
対するシェア

15.0

14.0 14.2

15.4

13.0

13.5

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

2008/3 2008/6 2008/9 2008/12暦年

兆円

3.1%

3.2%

3.3%

3.4%

3.5%

3.6%

3.7%建設業向け貸出残高 総貸出額に対するシェア

▲5,827億円 ▲5,435億円 ▲7,882億円 ▲1,333億円

※赤字は前年同期比

金融機関の融資姿勢
－全産業と建設業・不動産業への融資状況－
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主要な原材料等の供給の著しい減少、需要の著しい減少等が生じていることにより、当該事業を行う
中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障が生じている業種（全国的に業況の悪化している業種）
については、中小企業信用保険法第２条第３項第５号の規定に基づく特定業種として、指定（四半期毎）
を行っている。

指定された業を営む中小企業者は、売上高等の減少につき、当該地区の市町村長又は特別区長の認
定を受けることにより、金融機関から借入を行う際の信用保証協会の特例保証（別枠保証等）の対象とな
る。 ＜経済産業省中小企業庁所管＞

概 要

〔現在の指定状況〕
緊急保証制度第５号指定は、現在、平成２２年３月３１日まで、 建設業の全業種が対象業

種に指定されている。

支援内容

①保証限度額の別枠化

（一般保証限度額）
・普通保証 ２億円
・無担保保証 8,000万円
・特別小口保証 1,250万円

＋

（緊急保証限度額 経営安定5号）

・普通保証 ２億円
・無担保保証 8,000万円
・特別小口保証 1,250万円

②てん補率（保険の支払率） （別枠保険）１００％ （一般保険）８０％

③保証料率

④償還期間等 １年据置、償還期間は最長１０年以内で 各信用保証協会ごとに決定

各信用保証協会ごとに決定

0.8%以下で各信用保証協会ごとに決定 平均1.35%（各信用保証協会ごとに決定）

緊急保証制度（中小企業信用保険法第２条第４項第５号に係る特定業種の指定制度）
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地域建設業経営強化融資制度

中小・中堅建設企業の皆さんへ

■■ 公共工事請負代金債権を担保に融資を受けられます。公共工事請負代金債権を担保に融資を受けられます。

■■ 工事の出来高を超えた部分を含め融資が受けられます。工事の出来高を超えた部分を含め融資が受けられます。

■■ 低入札価格調査を受けた者と契約した工事は対象外です。低入札価格調査を受けた者と契約した工事は対象外です。

■■ 建設企業の負担する金利・手数料等を国が一部助成します。建設企業の負担する金利・手数料等を国が一部助成します。

～金融機関からの融資を受ける応援をします！～

北海道建設業信用保証（株）
TEL  011-221-2092

東日本建設業保証（株）
TEL  03-3545-5125

西日本建設業保証（株）
TEL  06-6543-2109

（前払保証事業会社の各支店
でもご相談 いただけます）

北保証サービス株式会社
TEL  011-241-8654

株式会社建設経営サービス
TEL  03-3545-8534

株式会社建設総合サービス
TEL  06-6543-2848

【融資のご相談はこちらへ】 【制度のお問い合わせはこちらへ】

国土交通省 建設市場整備課・建設業課 TEL 03-5253-8281

北海道開発局 事業振興部 建設産業課 TEL 011-738-0233
東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課

TEL 022-225-2171
関東地方整備局 建政部 建設産業第一課

TEL 048-600-1906
北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課

TEL 025-370-6571
中部地方整備局 建政部 建設産業課 TEL 052-953-8572
近畿地方整備局 建政部 建設産業課 TEL 06-6942-1071
中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課

TEL 082-511-6186
四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課

TEL 087-811-8314 
九州地方整備局 建政部 計画・建設産業課

TEL 092-471-6355
沖縄総合事務局 開発建設部 建設産業・地方整備課

TEL 098-866-1910

（財）建設業振興基金 業務第一部 TEL  03-5473-4575

地域建設業経営強化融資制度のイメージ地域建設業経営強化融資制度のイメージ

地域建設業経営強化融資制度

未
完
成
部
分

完
成
部
分

当該工事の未完成部分にかか
る施工資金について、金融機
関から融資を受ける場合に、
保証事業会社がその債務を保
証

事業協同組合等又は民間事
業者が（財）建設業振興基
金の債務保証を受けて行う
施工資金の融資

ご注意！

保証会社の
金融保証を受け

た
金融機関の融

資
（B）

事業協同組合
等

又は民間事業
者

の転貸融資
（A）

前払金等

地域建設業経営強化融資制度のイ
メージ図であり、実際の融資金額
は、工事の出来高、保証会社の審
査、融資を行う金融機関の対応等
により、異なります。

請
負
金
額

建設企業の負担する金利・手
数料等を国が一部助成
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建設業の特別相談体制の整備

○建設投資の減少、価格競争の激化、金融機関の融資姿勢の厳格化や不動産業の業況悪化等により、地
域の中小・中堅建設企業をとりまく経営環境はかつてない厳しい状況であり、建設企業が直面する複雑かつ
高度な経営課題に対応した支援体制を整備。

内 容

特別相談体制の整備特別相談体制の整備

建設業緊急相談窓口（仮称）の設置

弁護士、公認会計士等の専門家を企
業に派遣し、複雑かつ高度な相談に対
応。

専門家派遣制度の創設

対応事例、ノウハウの還元

専門家の派遣要請

緊急窓口を設置し、経営分析・指導
のスキルをもつ者が、経営改善のた
めの相談等に対応。

・従来実施しているワンストップサービスセンター事業（中小企業診断士等による無料相談）の継続

・経営コンサルタントや金融機関ＯＢ、マーケティングの専門家等、建設企業の求めるニーズにあったアドバイ
ザーを追加するとともに、相談内容の緊急性等によって無料派遣回数を拡充。

ワンストップサービスセンター事業の拡充ワンストップサービスセンター事業の拡充 ●平成２１年度当初予算で拡充

マニュアルの整備、セミナーの開催マニュアルの整備、セミナーの開催

経営改善マニュアルの作成

経営改善を検討している建設業者の役
に立つ、建設業における特有の事情を
踏まえたマニュアルを作成。

●平成２１年度当初予算で新規実施

●平成２１年度から新規実施（２０年度補正予算から一部実施）

建設業経営革新支援実践講座の実施

異業種との連携等の経営革新に関する成
功事例、失敗事例等に学ぶ実践的なセミ
ナーを実施。

平成20年度補正予算額 150百万円の内数
平成21年度予算額 532百万円の内数



建設産業の労働分野の動向
《問題意識》
産業としての魅力の低下、将来を支える人材の不足の懸念

○建設就業者数の減少(20年：537万人(建設作業者等9年：455万人→20年358万人)と高齢化(50歳以上43%）
○若年労働者の新規入職の減少(高校からの入職者数14年：2.2万人（うち工業高校1.0万人）→20年：1.2万人(0.6万人)
○１５～２９歳の労働力人口は、今後１０年間で約２５０万人減少の可能性
○労働条件が低水準(製造業と比較して75万円低く、80時間長い)

６．生産労働者の年間賃金総支給額の推移

１．建設就業者数推移 ３．学歴別建設業新規入職者数の推移
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２．建設就業者の年齢別構成比の推移

５．年間総労働時間の推移

４．高校工業科卒業者の建設業就職者数の推移

出所：総務省「労働力調査」

出所：総務省「労働力調査」

出所：文部科学省「学校基本調査」

出所：文部科学省「学校基本調査」
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ＣＩ－ＮＥＴ：建設産業分野における電子データ交換標準（ＥＤＩ標準）
※建設業者間で電子的に見積書や注文書等の帳票データを交換するために定められた

標準的な情報交換の手順･取り決め（受発注の際の伝送手順、データ形式、商品コードなど）

電子データ交換方法の標準化の推進、所管各府省での関係法令整備、先進的なサービス普及のための実証
実験 等

行政コスト効率化（電子入札、電子納品）、道路交通の高度情報化 （ITS）、食品の安全性確保（食品トレーサビリティ）、廃

棄物の適正処理推進（産業廃棄物マニフェスト）港湾の国際競争力の維持・向上（輸出入・港湾手続きワンストップ化） 等

情報通信インフラの整備、人材育成・教育、情報セキュリティ対策、研究開発、国際政策、基本ルールの整備（電子認証、e-
文書法、知的財産等） 等

民民間の情報交換を効率化するためのＩＴ利活用の推進民民間の情報交換を効率化するためのＩＴ利活用の推進

政策課題を実現するための官民間でのＩＴの有効活用政策課題を実現するための官民間でのＩＴの有効活用

ＩＴ活用のための基盤の整備ＩＴ活用のための基盤の整備

ＣＡＬＳ／ＥＣ： 電子入札、電子契約、電子納品など
官民間の情報のやり取りを電子化する取組み

建設業関係

政府におけるＩＣＴ化の取組

－１６－－１６－



● 民 間 工 事
・CI/NET

・工事代金債権の電子化

（一部金融機関において取組の動きあり）

● 公 共 工 事
・CALS/EC

・入札ボンド・履行ボンド（電子化を検討中）

・公共工事代金債権の電子化

（発注機関との調整が必要であり中長期的課題）

入札公告 入札・見積依頼 受注・契約 施工・完工

電子納品システム電子入札システム

見積依頼・回答 注文・受注 出来高報告・確認・代金請求

相
互
連
携

入札ボンド発行 履行ボンド発行

公共工事代金債権の電子化

工事代金債権の電子化

建設業におけるＩＣＴ化の取組

－１７－－１７－
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●概 要
・入札ボンド……入札時に、市場の機能を活用し、企業の経営力・財務状況について審査するため平成１８年１０月に導入。

導入の効果 ①契約履行能力が著しく劣る建設業者の排除 ②与信枠の成約による絞り込み ③ダンピングの防止
・履行ボンド……契約時に請負者の責めに帰すべき事由により、工事を完成させることができなくなった場合に、発注者に保証金（違約金）

を支払う措置。

●課 題
入札ボンドも履行ボンドと同様に紙の証書が発行されているが、

→入札ボンドの導入により、①全ての入札参加者が、②競争参加資格申請までの短期間に、入札ボンドを提出することが必要
→履行ボンドの手数料と比較して保証期間が短期間のため、手数料が著しく安いことなどにより、紙の証書の発行・提出に係る手続が煩雑となっている。

●機能改善のための検討
・入札ボンド、履行ボンドの電子化のための実証実験を実施し、発注者のニーズを踏まえた
入札ボンド・履行ボンドのあり方及び発注者・受注者・発行機関の全てにメリットのあるシス
テムのあり方について検討を行う。

●CALS/EC（公共事業支援統合情報システム）
一人一台のパソコンがインターネットにつながっている職務環境を前提として、従来は紙で交換されていた情報を電子化するとともに、
インターネットを活用して公共事業に関連する多くのデータベースを連携して使える環境を創出する取り組み。

情報化の観点から見た公共事業の特徴
発注者、設計者、施工者、資材供給者等関係者が多く、この間で頻
繁に情報交換が行われる。

交換される情報は、文書のみならず図面や写真、計算書等多様で
量が多い。

施設のライフスタイルが長く、長期間にわたる維持管理が必要であ
り、これを支える情報の役割が大きい。

ＣＡＬＳ/ＥＣ導入の効果が高い

情報の共有により、情報の行き違いや伝達ミスがなくなる。

通信ネットワークを利用し、短時間でどことでも情報交換でき、より迅
速な業務の執行が可能となる。

情報の電子化により保管スペースが削減され、かつ、検索が簡易・
短時間で可能となる。

ＣＡＬＳ/ＥＣを

導入すると、

公共事業におけるＩＣＴ化への取組

入札ボンド・履行ボンドの電子化

ＣＡＬＳ／ＥＣ（公共事業支援統合情報システム）

●公共事業におけるCALS/EC導入の有効性

金融機関 業者 発注者
①申請

③発行(電子)

④提出(電子)

認証機関
（ﾎﾞﾝﾄﾞ発行情報）

②登録
（発行情報）

⑤照会

⑥認証

金融機関 業者 発注者

①申請

②発行（紙）
③提出）



目 的：電子記録債権を活用することで、中小企業の資金繰りの円滑化のスキームを検討
委 員：銀行等の金融機関、県・地方整備局等、商工会議所、民間シンクタンク

○建設業関係では、公共工事に関わる下請けセーフティネット債務保証事業への
電子記録債権の活用が大きなテーマ －１９－－１９－

（１）電子記録債権法（Ｈ ２０年１２月１日施行）

手形は、資金調達、資金決
済に適する一方で紙媒体を
利用することに内在する保
管コストや紛失リスク、印刷
料の問題などから医療が減
少

事業者の受取手形残高
７２兆円（Ｈ２年度）→

３３兆円（平成１８年度）

売掛債権は有力な資金調達
の候補である一方で債権の
存在・発生の原因を確認す
るためのコストや二重譲渡リ
スクがあるため、流動性に
乏しく早期資金化が困難

事業者の売掛金残高
２０９兆円（平成１８年度）

手 形 売掛債権

事業者の資金調達の円滑化等を
図ることが必要

電子的な記録によって権利の内容を決め、取引の安全・流動性の
確保と利用者保護の要請に応える新たな制度を創設

（２）電子記録債権の利用イメージ
債権の発生と譲渡から消滅処理迄の一般的な記録イメージ

（３）今後の展開の可能性
・手形振出コスト（印紙税）や紛失のリスクが軽減
・債権の分割ができ、ファクタリングする際の金融機関等のリスク

の分散
・債権管理の効率化 等

広島では、官民によ
る研究がスタート
（Ｈ２１年１月２１日～）

【電子記録債権を活用した広島地域経済活性化研究会】

工事代金債権の電子化（電子記録債権）



○ 建設産業の電子商取引の標準規約であるＣＩ－ＮＥＴ(※)の利用企業を拡大することにより、電子商取引の普及を促進

※ＣＩ－ＮＥＴ〔シーアイネット：Construction Industry NETwork〕
建設業者間でやり取りを行う見積書や注文書等の帳票データをインターネット上で電子的に交換するための標準規約。
現在、民間企業の支援を得ながら、(財)建設業振興基金が中心となりＣＩ－ＮＥＴの導入拡大を推進。

○ 中堅・中小建設業におけるＩＴの導入を促進するためのモデル事業の支援の検討
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専 門 工 事 業 者 A

資 機 材 販 売 業 者 A 資 機 材 販 売 業 者 B

専 門 工 事 業 者 C

C I - N E Tに よ る
電 子 デ ー タ 交 換

専 門 工 事 業 者 BＣＩ－ＮＥＴ利用企業数の推移（累計）

・書類・伝票のデータの再利用による省力化と印刷・郵送費等の経費削減
・契約データを原価管理や実行予算管理に活用することが可能
・取引先毎のシステム開発が不要（多端末現象の解消）

ＣＩ－ＮＥＴ導入による効果

経営の効率化・高度化の実現

発

注

者

受

注

者
出来高報告

出来高確認

見積依頼

見積回答

注 文

注文請け

代金請求

ＣＩ－ＮＥＴでやり取りされる情報

中小企業等の生産性向上などの課題に対応する基盤づくりを図るため、中小・中堅建設業者における電子商取引環境の構築等によりIT化を促

進する。

電子商取引環境構築事業

■ＣＩ－ＮＥＴを実際に導入する場合の課題解決について、幅広く情報共有

■２０年度は、ゼネコンの協力会社である専門工事業者等を対象としたＣＩ－ＮＥＴ体験環境を整備し、その成果を今後の効果的な普及方策として活用する。

ＣＩ－ＮＥＴの普及促進、中堅・中小建設業におけるＩＴ導入の促進

37 43 79 143180182198
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※ 件数は各年度末のもの。平成19年度は､平成20年03月末現在。 （年度）

平成19年度末には
約8,500企業が利用

ＣＩ－ＮＥＴの概要（民間工事におけるＩＣＴ化の取組）

－２０－－２０－



１．事業概要１．事業概要

３．対象企業３．対象企業

２．事業内容２．事業内容

・実際に電子商取引を体験できる・実際に電子商取引を体験できる
講習会及びＣＩ－ＮＥＴ導入プロセ講習会及びＣＩ－ＮＥＴ導入プロセ
ス等についてのセミナーを開催ス等についてのセミナーを開催

・ＣＩ－ＮＥＴ導入企業と取引関係に・ＣＩ－ＮＥＴ導入企業と取引関係に
ある企業ある企業

・自らが生産性の向上・経営基盤の・自らが生産性の向上・経営基盤の
強化に取り組むことを検討して強化に取り組むことを検討していい
るる企業企業

・建設事業者と関係のある企業・建設事業者と関係のある企業 等等

・体験講習会により、電子商取引の・体験講習会により、電子商取引の
操作方法等、実際に電子商取引に操作方法等、実際に電子商取引に
触れる場を提供触れる場を提供

電子商取引ステップアップ事業のイメージ電子商取引ステップアップ事業のイメージ

講講 師師
・ＣＩ－ＮＥＴ評議会等の有識者・ＣＩ－ＮＥＴ評議会等の有識者
・ソフト開発関連企業・ソフト開発関連企業

・ＣＩ－ＮＥＴ導入のために必要な設備、業務プロセス及び業務効・ＣＩ－ＮＥＴ導入のために必要な設備、業務プロセス及び業務効
率化事例等を踏まえた資料を基にセミナーを開催率化事例等を踏まえた資料を基にセミナーを開催

・セミナーでは各企業が抱えるＩＴを活用した経営等に関する課題・セミナーでは各企業が抱えるＩＴを活用した経営等に関する課題
についての検討会等も開催についての検討会等も開催

体験講習会体験講習会

受受 講講 者者
中堅・中小ゼネコン中堅・中小ゼネコン
専専 門門 工工 事事 業業 者者
商商 社社 、、 代代 理理 店店 等等

発発
注注
者者

受受
注注
者者

受受
注注
者者

発発
注注
者者

汎用的な電子商取引体験環境システムに接続されたパソコンを利用汎用的な電子商取引体験環境システムに接続されたパソコンを利用
し、参加者が講師と受発注者の関係になった電子商取引（ＣＩ－ＮＥＴし、参加者が講師と受発注者の関係になった電子商取引（ＣＩ－ＮＥＴ
標準に則した見積依頼～注文～請求までの書面データのやりとり）標準に則した見積依頼～注文～請求までの書面データのやりとり）
を実際に体験を実際に体験

電子商取引（ＣＩ－ＮＥＴ）の普及に向けた今後の取組

・導入セミナーによりＣＩ－ＮＥＴの導・導入セミナーによりＣＩ－ＮＥＴの導
入プロセス、今後の経営のビジョン入プロセス、今後の経営のビジョン
等についての説明・検討等についての説明・検討

導入セミナー導入セミナー

－２１－－２１－


